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研究要旨 
建築物衛生法が適用されない延床面積 3,000m2 未満の中規模建築物における衛生環境の維持管理

の実態や、建築物利用者の健康状態や職場環境等の実態は明らかになっていない。また、法律が規

定する基準面積を引き下げ、環境衛生管理の適用範囲を拡大することがたびたび議論されてきたが、

状況を裏付ける情報が十分に整備されている訳ではない。 
そこで、本研究では国土交通省が実施している「法人土地・建物基本調査」による統計データを

入手し、中小建築物ストックの現状を把握した。得られた結果は以下のとおりである。 
1) 母集団推定により得られた建物件数の総数は 93.1 万件に対して、統計データにより得られた建

物件数の合計は約 42.2 万件である。「法人土地・建物基本調査」では約 45%の標本が得られていた。 
2) 用途別の建物においては床面積 2,000m2未満の割合が高く、全体の 50～90%を占めていた。建物

件数では、事務所、店舗が多い。 
3) 事務所の場合、特定建築物の割合は 11.7%(12,352 件)であった。床面積 2,000~3,000 m2未満の建

物は 5.7%(6,054 件)であり、特定建築物の約半数であった。 
4) 特定建築物に該当する建物の用途別の割合では、事務所が 48%、店舗は 36%となった。ただし、

「法人土地・建物基本調査」では、法人格が有する建物を対象としているため、特に、文教施設に

含まれる国公立の学校建築が対象からはずれているため、全体のバランスには偏りが存在していた。 
5) 事務所の建物総数は、東京都が最も多く、大阪府、愛知県、北海道が次に続く。特定建築物は、

東京都では他の地域とは異なり全体の 25%を占めているが、地方の県では特定建築物の割合は低く

10%未満である。また、床面積が 2,000~3,000 m2未満の建物は全体の 5%程度であり、東京都であっ

ても 9.0%と割合は低い。 
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A.  研究目的 
建築物衛生法が適用される特定建築物（店舗、

事務所等の特定用途で延床面積 3,000 ㎡以上の

建築物、同 8000 ㎡以上の学校）には、建築物環

境衛生管理基準の遵守、その管理実態の報告、

建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務づけ

られている。同法が適用されない中小規模の建

築物（以下、中小建築物）においても衛生管理

に努めるように記されているが、現在は監視や

報告の義務がないことから衛生管理状況の実態

が不明瞭となっている。また近年、省エネに対

する建築物所有者や使用者の意識向上が要求さ

れる状況下において、中小建築物は運営や管理

形態の多様さなどから十分な技術的支援を得ら

れず、適切な対応がとられていない可能性が懸

念される。 
予てから、法律に規定されている基準面積を

引き下げることが議論されているが、状況を裏

付ける情報が十分に整備されている訳ではない。 
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そこで、特定建築物の範囲拡大を含めた適切

な衛生管理方策の検討に必要な基礎的データを

得るために、国土交通省が実施している「法人

土地・建物基本調査」による統計データを入手

し、中小建築物ストックの現状を把握する。 
 

B.  研究方法 
B.1  統計データの概要 
ここで扱う統計データは、平成 25 年に実施

された「法人土地・建物基本調査」を経て整備

され、政府が公開しているデータである。この

調査は、「法人土地基本調査」「法人建物調査」

「企業の土地取得状況等に関する調査」の 3 種

類の統計調査が平成 25 年調査から統合され、国

土交通省が実施している。このうち、建物に関

する情報の取得は平成10年より5年毎に実施さ

れている。ここでいう法人とは、法律の規定に

より法人格を認められているもののうち、事業

を経営しているものであり、国及び地方公共団

体は除かれる。「法人土地・建物基本調査」の目

的は、土地・建物の所有や利用状況に関する全

国の実態を明らかにすることであるため、本研

究で意図している中小建築物のストックの把握

する上で、有意義な情報が得られると判断した。

しかしながら、公開されている統計データでは

建物の床面積の情報が限定されており、特定建

築物か否かを判断する 3,000m2 を閾値とする区

分がされていない。そこで、国土交通省へ調査

票情報の提供を申し出、該当する統計データの

オリジナルを入手した。 
B.2  調査の方法・項目 
 調査は平成 25 年 1 月 1 日付けて実施された。

対象は、国及び地方公共団体以外の法人であり、

国内に本所、本社または本店を有するものであ

る。そのうち、資本金 1 億円以上の全ての会社

と、資本金 1 億円未満の会社及び会社以外の法

人のうち国土交通大臣が定める方法により選定

した法人の約 49 万法人とされた。これらの法人

に調査票が送付され、約 35 万 4 千法人から有効

な回答(有効回答率約 72.2%)が得られている。 
 「法人土地・建物基本調査」は、母集団の現

況を把握することを目的としているため、取得

した情報から母集団の結果を推定することがで

きるよう、資本金 1 億円以上の法人に対しては

全数調査、資本金 1 億円以下の法人に対しては、

層別抽出法による標本調査になる。なお、標本

抽出方法の詳細については、国土交通省が公表

し て い る 「 調 査 の 概 要 等 」 の 資 料

（http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo0
2_hh_000083.html）を参照されたい。 
 調査に使用された調査票は 2 種類あり、調査

票 A は全法人、調査票 B は資本金 1 億円以上の

法人に対する調査に使用された。本研究では、

調査票 A のうち、建物の床面積等に関する情報

が得られる項目を用い、主として以下のデータ

の利用を国土交通省に申し出た。 
1) 法人の名称 
2) 法人の本所・本社・本店の所在地（都道府県） 
3) 法人の業種 
4) 所有する建物の有無 
5) 法人が所有している建物（延べ床面積 200m2

未満）の頭数・合計床面積 
6) 法人が所有している建物（延べ床面積 200m2

以上）の所在地（都道府県）、延べ床面積、構造、

建築時期、建物の利用現況。 
  法人が延べ床面積を記入する際には、以下を

優先順位とされている。 
① 現況の面積 
② 不動産登記簿上の面積 
③ もしくは固定資産台帳の面積、建築確認申請

書などで用いる面積。 
 図 1-1 に平成 25 年法人土地・建物基本調査に

より集計された結果のうち、主な利用現況別建

物件数の割合を示す。図を見ると、法人が所有

している建物の件数は標本推定の結果93.1万件、

そのうち「事務所」が 23.6%で最も割合が高く、

次いで「店舗」が 19.2%となっている。 
 
C.  研究結果および考察 
C.1 用途別の建物件数 
図 1-2 に、全国における用途別の建物件数を

示す。統計データにより得られた建物件数の合

計は約 42.2 万件であるが、図 1-1 の総数(93.1
万件)と比較すると 45%程度の標本が得られて

いることになる。用途別割合では、図 1-1 の結

果と類似しており、標本抽出の妥当性の一端が

確認できる。なお、本研究の範囲では母集団推

定は行わず、標本データを集計することとする。 
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C.2 用途建物の床面積区分の件数 
図 1-3 に用途別の床面積区分ごとの建物件数、

図 1-4 に用途別の床面積区分の建物割合を示す。

いずれの建物においても床面積 2,000m2 未満の

割合が高く、全体の 50～90%を占めている。ま

た、建物件数では、事務所、店舗が多く、次い

で倉庫、文教用施設となる。「法人土地・建物基

本調査」により得られた統計データのうち、特

定建築物が含まれる建物用途は、事務所、店舗、

ホテル・旅館、文教用施設である。 
事務所の場合、床面積 3,000m2 以上の特定建

築物に該当する割合は 11.7%(12,352 件 )、
2,000~3,000 m2 未満は 5.7%(6,054 件)である。

2,000~3,000 m2 未満の事務所は特定建築物の約

半数ということになる。ちなみに、全国の特定

建築物は 45、000 件程度といわれており、その

うち、事務所は 42%(約 18,900 件)、店舗は

21%(9,450 件)である。これと比較すると、「法人

土地・建物基本調査」により得られた統計デー

タは、実際の特定建築物の約 65%を抽出してい

ることになる。床面積区分の割合が実態を捉え

ていると仮定すると、床面積 2,000~3,000 m2未

満の事務所は約 9,000 件程度存在することにな

る。 
店舗の場合、特定建築物に該当する割合は

12.5%(9,352 件 ) 、 2,000~3,000 m2 未 満 は

6.4%(4,782 件)である。店舗については、一般に

認識されている特定建築物の件数と類似してお

り、ほぼ全てを抽出していることになる。事務

所と同様に、2,000~3,000 m2 未満の店舗を推定

すると、4,800 件程度が該当する。 
 図 1-5 に、特定建築物に該当する建物の用途

別の割合を示す。建物件数は 25,730 件であり、

事務所が占める割合は 48%、店舗は 36%となっ

ている。「法人土地・建物基本調査」では、法人

格が有する建物を対象としているため、文教施

設に含まれる国公立の学校建築が対象からはず

れている。そのため、全体のバランスには偏り

が見られることになる。 
C.3 事務所における都道府県別の床面積区分

の件数 
図 1-6 に、事務所における都道府県別の床面

積区分の件数を示す。建物総数は、東京都を筆

頭に、大阪府、愛知県、北海道と多い。同時に、

特定建築物に該当する建物もこれらの地域では

多いが、東京都では他の地域とは異なり全体の

25%を占めている。一方、地方の県では特定建

築物の割合は低く 10%未満であり、人口が多い

都市域ほど、特定建築物の割合が高いことにな

る。また、床面積が 2,000~3,000 m2未満の建物

は全体の 5%程度であり、東京都であっても

9.0%と割合は低い。 
C.4 特定建築物の建設時期 
 図 1-7 から図 1-10 に、事務所、店舗、ホテル・

旅館、文教用施設の床面積区分毎の建設時期の

割合を示す。文教用施設を除けば、床面積が大

きくなるほど、建設時期は新しくなる傾向が窺

える。また、昭和 56 年以降に建設された建物が

全体の半数以上を占めている。特に、店舗の建

設時期は平成 3 年以降が半数以上を占め、比較

的、新しい建物が多いことが分かる。 
 
D.  まとめ 
 本研究では、特定建築物の範囲拡大を含めた

適切な衛生管理方策の検討に必要な基礎的デー

タを得るために、国土交通省が平成 25 年度に実

施した「法人土地・建物基本調査」による統計

データを入手し、それを集計することにより、

中小建築物ストックの現状を把握した。 
 「法人土地・建物基本調査」は全国の法人を

対象とした全数調査ではないが、母集団推定が

意図されているともとに、有効回答率が 72.2%
（約 49 万法人に対して約 35 万 4 千法人から有

効な回答を取得）と信頼性が高い統計データと

考えられる。 
 本研究では、母集団推定は実施せずに、統計

データそのものを集計して傾向を示した。その

結果、以下のことがわかった。 
①母集団推定により得られた建物件数の総数は

93.1 万件に対して、統計データにより得られた

建物件数の合計は約 42.2 万件である。「法人土

地・建物基本調査」では約 45%の標本が得られ

たことになる。 
②いずれの用途別の建物においても床面積

2,000m2 未満の割合が高く、全体の 50～90%を

占めている。建物件数では、事務所、店舗が多

い。 
③事務所の場合、特定建築物の割合は
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11.7%(12,352 件)であった。床面積 2,000~3,000 
m2 未満の建物は 5.7%(6,054 件)であり、特定建

築物の約半数という割合になる。 
④特定建築物に該当する建物の用途別の割合で

は、事務所が 48%、店舗は 36%となった。ただ

し、「法人土地・建物基本調査」では、法人格が

有する建物を対象としているため、特に、文教

施設に含まれる国公立の学校建築が対象からは

ずれているため、全体のバランスには偏りが存

在する。 
⑤事務所の建物総数は、東京都が最も多く、大

阪府、愛知県、北海道が次に続く。特定建築物

は、東京都では他の地域とは異なり全体の 25%
を占めているが、地方の県では特定建築物の割

合は低く 10%未満である。また、床面積が

2,000~3,000 m2未満の建物は全体の5%程度であ

り、東京都であっても 9.0%と割合は低い。 
 
E. 知的財産権の出願・登録状況（予定含む） 
予定なし 
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事務所; 106,579; 
25%

店舗; 74,589; 
18%

倉庫; 56,276; 
13%

住宅(社宅・従業
員宿舎，賃貸用住
宅も含む); 

52,232; 12%

ホテル・旅館; 
4,887; 1%

文教用施設; 
44,086; 11%

宗教用施設; 
25,495; 6%

利用できない建
物; 2,515; 1%

その他; 55,307; 13%

図 1-1 主な利用現況別建物件数の割合(国土交通省 政策統括官：「平成 25 年法人

土地・建物基本調査 確定集計・結果の概要」，平成 27 年 12 月 25 日) 
 

図 1-2 用途別の建物件数 
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0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

事務所

店舗

ホテル・旅館

文教用施設

ビル型駐車場

その他の建物

利用できない建物

倉庫

社宅・従業員宿舎

その他の
福利厚生施設

社宅・従業員宿舎
以外の住宅

宗教用施設

2000㎡未満 2000~3000㎡未満

3000~8000㎡未満 8000㎡以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事務所

店舗

ホテル・旅館

文教用施設

ビル型駐車場

その他の建物

利用できない建物

倉庫

社宅・従業員宿舎

その他の
福利厚生施設

社宅・従業員宿舎
以外の住宅

宗教用施設

2000㎡未満 2000~3000㎡未満
3000~8000㎡未満 8000㎡以上

図 1-3 建物用途別の床面積区分毎の件数 

図 1-4 建物用途別の床面積区分毎の割合 
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事務所; 
12,352; 48%

店舗; 
9,352; 36%

ホテル・旅館; 
1,870; 7%

文教用施設; 
2,156; 9%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

2000㎡未満 2000~3000㎡未満 3000~8000㎡未満 8000㎡以上

図 1-5 調査対象に含まれる特定建築物の割合 

図 1-6 都道府県別の床面積区分毎の件数(事務所) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000㎡未満
(N=85,499)

2000
~3000㎡未満

(N=5,942)

3000
~8000㎡未満

(N=8,436)

8000㎡以上
(N=3,800)

-S35 S36-55 S56-H2 H3-12 H13-22 H23-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000㎡未満
(N=58,553)

2000
~3000㎡未満

(N=4,727)

3000
~8000㎡未満

(N=5,738)

8000㎡以上
(N=3,459)

-S35 S36-55 S56-H2 H3-12 H13-22 H23-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000㎡未満
(N=30,879)

2000
~3000㎡未満

(N=4,410)

3000
~8000㎡未満
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図 1-7 床面積区分における建設時期の割合(事務所) 

図 1-8 床面積区分における建設時期の割合(店舗) 

図 1-9 床面積区分における建設時期の割合(ホテル・旅館) 



- 19 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000㎡未満
(N=2,312)

2000
~3000㎡未満

(N=535)

3000
~8000㎡未満

(N=1,154)

8000㎡以上
(N=701)

-S35 S36-55 S56-H2 H3-12 H13-22 H23-

図 1-10 床面積区分における建設時期の割合(文教用施設) 


